
◆指定管理者制度導入施設の状況

導入方法 指定管理者 指定期間 指定管理料の取扱 R5決算 R6予算 R7予算

宮津市民体育館 88,223 92,318 89,084

宮津運動公園 経費 105,571 108,894 105,137

みやづ歴史の館 収入 17,348 16,576 16,053

宮津市中央公民館 収支 ▲88,223 ▲92,318 ▲89,084

7,600 8,000 8,250

経費 8,208 8,617 8,900

収入 575 617 650

収支 ▲7,633 ▲8,000 ▲8,250

14,000 14,000 27,000

経費 18,456 19,000 31,630

収入 4,456 5,000 4,630

収支 ▲14,000 ▲14,000 ▲27,000

2,840 2,840 2,840

経費 2,840 2,840 2,840

収入 0 0 0

収支 ▲2,840 ▲2,840 ▲2,840

0 0 0

経費 35,600 37,950 38,150

収入 37,564 42,638 42,638

収支 1,964 4,688 4,488

0 0 0

経費 83,275 100,000 100,000

収入 91,495 101,400 101,400

収支 8,220 1,400 1,400

0 0 0

経費 23,516 22,180 21,333

収入 23,617 23,300 22,400

収支 101 1,120 1,067

11,000 11,000 9,900

経費 117,545 126,342 100,350

収入 111,842 122,353 93,302

収支 ▲5,703 ▲3,989 ▲7,048

— — 0

経費 — — 20,070

収入 — — 20,070

収支 — — 0

2,398 500 500

経費 6,505 9,800 9,500

収入 4,107 9,300 9,000

収支 ▲2,398 ▲500 ▲500

4,000 4,700 5,200

経費 6,968 5,700 6,200

収入 2,968 1,000 1,000

収支 ▲4,000 ▲4,700 ▲5,200

指定管理料

移住定住・
魅力発信課

前尾記念クロス
ワークセンター
MIYAZU

公募 ㈱FoundingBase
5年間
(R7.4～
 R12.3)

年間の指定管理料を設定し、実績に
応じての変更は行わない。

年間の指定管理料を設定し、実績に
応じての変更は行わない。

・国指定文化財建造物として適切な保全、管理を行う。
・まちなか観光、歴史的町並み保全、地域文化発信等の拠点施設として活用を図る。
・伝統建築研究や市民のシンボル、観光宮津のランドマークとして地域に活用される文化財を目指
　し運営する。

指定管理料

社会教育課
重要文化財旧三上
家住宅

公募 (特非)天橋作事組
3年間
(R6.4～
 R9.3)

年間の指定管理料を設定し、実績に
応じての変更は行わない。

・医療法に基づく診療所業務
・訪問診療
・夜間の電話による問い合わせ対応
・地域医療の担い手の育成

指定管理料

健康･介護課
指定管理料を支払わず、指定管理者
の経営努力のみで対応する。

宮津市海洋つり場
非公募
(規則第2条
第1号）

小田宿野自治会
3年間
(R6.4～
 R9.3)

宮津まちなか地域
振興拠点施設

公募
ハマカゼプロジェ
クト㈱

1年間
(R7.4～
 R8.3)

年間の指定管理料を設定し、実績に
応じて変更する。
（不足は補填、余剰は1/2を納付）

・ファン感謝デー
・こども海つり体験会
・写真撮影サービス（釣果写真の提供）
・周辺施設などと協力したイベントの開催
・釣り具メーカーと連携した釣り大会等の開催

指定管理料

農林水産課

・宮津市内で生産した農林水産物、農林水産加工品等の販売と、地元の食材や食文化を活用した飲
　食サービスの提供
・「道の駅」としての適切な観光案内業務、施設の保守点検と維持管理
・周囲の施設、事業者、団体等と連携し、道の駅来訪者をまちなかへ回遊させ、まちなか全体に活
　気を与える
・積極的な広報活動及び調査の実施、自主事業の企画及び実施

指定管理料

商工観光課

宮津漁師町観光商
業センター

非公募
(規則第2条
第2号）

宮津フードファク
トリー(同)

5年間
(R5.4～
 R10.3)

宮津市由良診療所
非公募
(規則第2条
第4号）

ＹＭＳほりかわ
5年間
(R5.4～
 R10..3)

宮津市デイサービ
スセンターはまな
す苑

非公募
(規則第2条
第4号）

(福)北星会
5年間
(R3.4～
 R8.3)

指定管理料

企画課

宮津市地域ささえ
あいセンター

非公募
(規則第2条
第2号）

(福)宮津市社会福祉
協議会

５年間
(R4.4～
 R9.3)

年間の指定管理料を設定し、実績に
応じての変更は行わない。

指定管理料を支払わず、指定管理者
の経営努力のみで対応する。

・通所介護事業（在宅の要介護者への日常生活介助及び機能訓練）
・介護予防通所介護事業（在宅の要支援者への介護予防サービス）

指定管理料

社会福祉課

・ボランティアグループ・各福祉活動団体の活動の場所、情報交換や交流の場所の提供
・年間２回のボランティア講座の実施(自主事業)
・社協独自の居場所づくり事業等の実施
※自主事業として、高齢者等の居場所づくりやボランティア講座を実施し、地域コミュニティの場
　として活用することで、施設利用の利便性を維持する。

指定管理料

社会福祉課

・関係人口の創出、拡大及び深化を行うこと
・関係人口から移住定住につなげること

宮津市Ｂ＆Ｇ海洋
センター

非公募
(規則第2条
第3号）

(公社)京都府青少年
育成協会

5年間
(R5.4～
 R10.3)

年間の指定管理料を設定し、実績に
応じての変更は行わない。

・京都府立青少年海洋センター（マリーンピア）との一体的な広報活動など有機的な連携による体
　育館の利用促進
・「海の京都タックルアリーナ」として、レスリングクラブ関係者へのPR、レスリング競技会の開
　催や合宿の誘致
・地域住民や市内教育機関等に対する施設無料開放による利用促進
・ジュニアレスリング教室や海を活かしたカヌー、カッター体験等の自主事業を開催
・田井臨海エリアにぎわいづくり実行委員会への参画による、地域と連携した活性化事業の展開

非公募
(規則第2条
第2号）

(公財)宮津市民実践
活動センター

3年間
(R7.4～
 R10.3)

年間の指定管理料を設定し、実績に
応じて変更する。
（過不足額を精算）

・ステージ事業（プロの音楽等の舞台芸術や優れた作品を鑑賞する機会を低料金で提供）
・参加・育成・交流事業（地域の活動団体等の発表の場を創出）
・事業促進ボランティア（ステージ事業等の実施に必要なボランティアスタッフの募集）
・スポーツ活動促進事業（「参加・体験」型のスポーツ教室の開催、グループ等によるスポーツ活
　動の継続支援・育成事業）
・各団体との連携事業（市文化団体協議会との市民文化祭の共催、市民卓球大会の開催、天橋立ツ
　ーデーウォークの運営協力、スポーツ府下大会・近畿大会等開催誘致協力など）
・ＩＣＴを活用した情報発信（ホームページ・ＳＮＳの活用による情報発信を図り、市内外の事業
　所、団体、学校等の合宿誘客等）

施設名
指定管理の状況

事業計画における主な事業
指定管理料及び収支決算･予算(千円)

所管課

公募
アマノマネジメン
トサービス㈱

5年間
(R7.4～
 R12.3)

指定管理料を支払わず、指定管理者
の経営努力のみで対応する。

・駐車場の供用に関すること
・駐車場の維持管理に関すること
・その他円滑な駐車場運営に関すること

指定管理料

商工観光課

天橋立駐車場

宮津駅前駐車場

指定管理料
予算所管
 総務課

施設所管
 企画課
 都市住宅課
 社会教育課

指定管理料を支払わず、指定管理者
の経営努力のみで対応する。（余剰
は1/2を納付）

・海の幸をはじめとする宮津の食材の提供、体験等を通じた食の魅力の発信
・「食」をテーマにしたイベントの通年開催
・地域の食材でプライベートブランド商品を作り販売
・未流通の食材を使ったメニュー開発・提供
・地域内の事業者と連携し、地産地消(商)を推進

指定管理料

商工観光課
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